
（単位） １割料金 ２割料金 ３割料金
1,655 1,678円 3,356円 5,034円
3,393 3,440円 6,881円 10,321円

72 73円 146円 219円
144 146円 292円 438円

（単位） １割料金 ２割料金 ３割料金
利用料 1,655 1,678円 3,356円 5,034円

72 73円 146円 219円

（単位） １割料金 ２割料金 ３割料金
緊急通所
受入加算

739 749円 1,498円 2,248円 30円
873 885円 1,770円 2,655円 35円

1,012 1,026円 2,052円 3,078円 41円
1,150 1,166円 2,332円 3,498円 48円
1,288 1,306円 2,612円 3,918円 52円

50 50円 101円 152円
18 18円 36円 54円

地域通所介護５４
地域通所介護５５

（注）
１．島田市は、地域区分が「7級地」であるため。単位数に10.14円の乗じた金額が料金となっています。
　　なお、自己負担金は、上記となります。

昼食・おやつ代込み
教養娯楽費（レクレーション・クラブ活動・行事等）

オムツ代

611円
実費
実費

〈地域密着型通所介護〉

介護保険基本料金　　ー日額ー

利用料

加算

入浴
地域密着型通所介護サービス提供体制強化加算 I 

処遇改善加算 I 
特定処遇改善加算I

要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

地域通所介護５１
地域通所介護５２
地域通所介護５３

報酬額の１０００分の５９
報酬額の１０００分の１２

※【２パターン】支援２の方が週１回の利用の場合
介護保険基本料金　　ー月額ー

通所型独自サービス/２２

加算

通所型独自サービス提供体制加算Ｉ１１（週１回程度・支援１）
通所型独自サービス提供体制加算Ｉ１２（週２回程度・支援２）

処遇改善加算I
特定処遇改善加算I

加算
通所型独自サービス提供体制加算Ｉ/２１２（週１回程度・支援１）

処遇改善加算I
特定処遇改善加算I

報酬額の１０００分の５９
報酬額の１０００分の１２

〈島田市総合事業通所介護〉
介護保険基本料金　　ー月額ー

利用料
通所型独自サービス１（週１回程度・支援１）
通所型独自サービス２（週２回程度・支援２）

（１か月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります）

提供時間
サービス時間

デイサービス利用料金表

〈令和２年９月　改正〉
7時間以上8時間未満

午前9時～午後4時15分

２．コロナ禍において、同意を頂いた後に特例加算として「緊急通所受入加算」を算定させて頂く場合が
　　あります。利用回数に応じて加算の回数が変わります。

報酬額の１０００分の５９
報酬額の１０００分の１２
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